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成
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十
五
年
八
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日
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領

答
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第
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号

内
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号

平
成
二
十
五
年
八
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
小
熊
慎
司
君
提
出
東
京
電
力
㈱
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
等
の
安
全
対
策
の
徹
底
と
着
実
な
廃
炉
に
関
す
る
質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
小
熊
慎
司
君
提
出
東
京
電
力
㈱
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
等
の
安
全
対
策
の
徹
底
と
着
実
な
廃
炉
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

東
京
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
東
京
電
力
」
と
い
う
。
）
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
第
一
号
機
か
ら
第
四
号
機
ま
で

の
各
号
機
の
廃
止
措
置
等
に
向
け
、
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
安
定
状
態
の
維
持
・
放
射
線
量
の
低
減
等
に
引
き
続
き
取
り
組
む

と
と
も
に
、
原
子
炉
内
の
溶
融
し
た
燃
料
（
以
下
「
燃
料
デ
ブ
リ
」
と
い
う
。
）
を
取
り
出
す
た
め
に
、
技
術
的
に
困
難
な

課
題
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
段
階
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
廃
止
措
置
等
に
向
け
た
作
業
に
つ
い
て
、
単
に
事

業
者
任
せ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
政
府
と
し
て
着
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
進
捗
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
遠
隔
操
作
機
器
・

装
置
の
技
術
開
発
等
の
研
究
開
発
の
推
進
に
お
い
て
、
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
政
府
・
東
京
電
力
中
長
期
対
策
会
議
（
当
時
）
が
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
に
取
り
ま
と

め
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
廃
炉
対
策
推
進
会
議
（
以
下
「
廃
炉
対
策
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
が
平
成
二
十

五
年
六
月
二
十
七
日
に
改
訂
し
た
「
東
京
電
力
（
株
）
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
一
〜
四
号
機
の
廃
止
措
置
等
に
向
け
た
中

一



長
期
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
（
以
下
「
中
長
期
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
と
い
う
。
）
に
沿
っ
て
、
経
済
産
業
省
に
お
い
て
、
東
京
電
力

が
行
っ
て
い
る
廃
止
措
置
に
向
け
た
作
業
や
設
備
の
信
頼
性
向
上
対
策
等
に
つ
い
て
、
進
捗
の
確
認
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
は
、
東
京
電
力
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料

物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
特
定
原
子
力
施
設
に
指
定
し
、
施
設
全
体
の
リ
ス
ク
の
低
減
及
び
最
適
化
を
図
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
こ
れ
を
踏

ま
え
、
東
京
電
力
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
特
定
原
子
力
施
設
に
係
る
実
施
計
画
」
（
以
下
「
実
施
計

画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
現
在
、
外
部
有
識
者
を
含
む
検
討
会
に
お
い
て
技
術
的
観
点
か
ら
確
認
を
行
っ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

中
長
期
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日
に
改
訂
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
中
に
お
い
て
、

放
射
能
汚
染
水
の
処
理
対
策
に
つ
い
て
は
、
地
下
水
流
入
抑
制
対
策
、
水
処
理
シ
ス
テ
ム
の
強
化
及
び
タ
ン
ク
増
設
計
画
に

つ
い
て
必
要
な
検
討
を
行
い
、
地
元
関
係
者
の
御
理
解
を
得
な
が
ら
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
在
、
政
府
に

お
い
て
、
こ
れ
に
沿
っ
て
対
策
を
検
討
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

二



経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
、
廃
炉
対
策
推
進
会
議
の
事
務
局
会
議
が
毎
月
取
り
ま
と
め
る
中
長
期
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
進
捗

状
況
に
つ
い
て
、
同
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
を
行
う
と
と
も
に
、
東
京
電
力
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
周

辺
自
治
体
に
対
し
て
、
テ
レ
ビ
会
議
等
を
通
じ
て
直
接
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

中
長
期
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
お
い
て
は
、
廃
止
措
置
終
了
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
作
業
の
段
階
に
応
じ
て
、
使
用
済
燃
料

プ
ー
ル
内
の
燃
料
の
取
り
出
し
を
開
始
す
る
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
第
一
期
」
と
い
う
。
）
、
第
一
期
終
了
か
ら
燃
料
デ
ブ

リ
の
取
り
出
し
を
開
始
す
る
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
第
二
期
」
と
い
う
。
）
及
び
第
二
期
終
了
か
ら
廃
止
措
置
終
了
ま
で
の

期
間
（
以
下
「
第
三
期
」
と
い
う
。
）
の
三
つ
に
区
分
し
て
い
る
。
第
一
期
に
つ
い
て
は
、
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料

取
り
出
し
開
始
の
準
備
作
業
を
行
う
と
と
も
に
、
燃
料
デ
ブ
リ
の
取
り
出
し
の
準
備
等
に
必
要
な
研
究
開
発
を
実
施
し
、
現

場
調
査
に
着
手
す
る
等
、
廃
止
措
置
等
に
向
け
た
集
中
準
備
期
間
と
な
る
。
第
二
期
に
つ
い
て
は
、
燃
料
デ
ブ
リ
の
取
り
出

し
に
向
け
て
多
く
の
研
究
開
発
や
原
子
炉
格
納
容
器
の
補
修
作
業
な
ど
が
本
格
化
す
る
。
第
三
期
に
つ
い
て
は
、
燃
料
デ
ブ

リ
の
取
り
出
し
か
ら
廃
止
措
置
終
了
ま
で
の
実
行
期
間
と
な
る
。廃
止
措
置
等
に
向
け
た
作
業
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
は
、

各
期
間
に
お
い
て
必
要
と
な
る
研
究
開
発
を
的
確
に
進
め
る
こ
と
等
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三



ま
た
、
東
京
電
力
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
施
設
全
体
及
び
各
設
備
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
東
京
電
力
が
実
施
計

画
の
中
で
評
価
を
行
っ
て
お
り
、
実
施
計
画
に
つ
い
て
、
現
在
、
外
部
有
識
者
を
含
む
検
討
会
に
お
い
て
技
術
的
観
点
か
ら

確
認
を
行
っ
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

東
京
電
力
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
（
以
下
「
本
件
事
故
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
土
壌
、
海
域
等
に
放
出
さ
れ

た
放
射
性
物
質
の
監
視
に
つ
い
て
は
、
「
総
合
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
計
画
」
（
平
成
二
十
三
年
八
月
二
日
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
整
会

議
決
定
）
に
沿
っ
て
、
関
係
省
庁
等
の
関
係
機
関
が
連
携
し
て
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
状
況
の
変
化

を
捉
え
つ
つ
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

八
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て

原
子
力
防
災
対
策
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
発
電
所
が
運
転
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
全
て
の
原
子
力
発
電
所
に
つ
い

て
、
常
に
よ
り
高
い
水
準
を
目
指
し
て
取
り
組
む
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
原
子
力
災
害
対
策
指
針
（
平
成
二
十

四
年
十
月
三
十
一
日
原
子
力
規
制
委
員
会
決
定
）
に
お
い
て
は
、
各
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
原
子
力
防
災
対

策
を
重
点
的
に
充
実
す
べ
き
地
域
（
以
下
「
重
点
地
域
」
と
い
う
。
）
の
目
安
と
し
て
、
本
件
事
故
の
教
訓
及
び
国
際
的
な

四



考
え
方
を
踏
ま
え
、
緊
急
防
護
措
置
を
準
備
す
る
区
域
（
Ｕ
Ｐ
Ｚ
）
に
つ
い
て
は
原
子
力
発
電
所
か
ら
お
お
む
ね
三
十
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
区
域
と
提
示
す
る
な
ど
、
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
重
大
事
故
を
想
定
し
た
防
護
措
置
の
在
り
方
を
提
示
し
て

い
る
と
こ
ろ
、
東
京
電
力
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
は
、
特
定
原
子
力
施
設
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
原
子
力

災
害
対
策
指
針
に
盛
り
込
む
べ
き
防
護
措
置
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
な
お
、

福
島
県
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
は
、
同
指
針
や
本
件
事
故
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
地
域
の
実
情
等
を
踏
ま
え
、
三
十
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
範
囲
も
含
む
地
域
が
暫
定
的
に
重
点
地
域
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
重
点
地
域
等
に
お
け
る
事
業
を
対
象
と
し
て
、
放
射
線
測
定
器
等
の
資
機
材
の
整

備
等
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
等
の
整
備
を
含
め
、
引

き
続
き
、
福
島
県
の
実
情
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

五


